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各地方厚生（支）局長 
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                                                      （ 公 印 省 略 ）   
 
 

「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査 

  要領」の一部改正及び「厚生労働省及び環境省所管補助施設災害 
復旧費実地調査について」の一部改正について 

 
 

 標記について、財務省主計局長から別添１のとおり通知があったので、

昭和５９年９月７日付会発第７３７号厚生省大臣官房会計課長通知を別

紙のとおり改正し、併せて、財務省主計局主計監査官より別添２のとお

り通知があったので、遺漏なきようお取り計らい願いたい。 

 また、同通知については各都道府県知事等にも送付しているので申し

添える。 
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環 境 省 大 臣 官 房 長 殿 

 

 

 

財務省主計局長 

茶 谷  栄 治 

                         （公 印 省 略） 

 

 

「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査 

要領」の一部改正について 

 

 

 

 標記のことについて、別添のとおり改正したので通知する。 

KSRDO
テキスト ボックス
別添１



内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領一部改正 新旧対照表 

改正後 改正前 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領 

 

昭和５９年９月７日 

蔵 計 ２ １ ５ ０  

 

（最終改正） 

令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

財計第２３３８号  

（今回改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

財 計 第 １ ９ ８ ２ 号 

 

 

第１ 調査の目的（略） 

 

第２ 調査の方法（略） 

 

第３ 調査の対象 

（１）～（３） （略） 

（４）設備については、次に掲げる施設に係るものを対象とする。 

 ア 医療機関施設及び医療関係者養成所施設 

（ア）（略） 

（イ）医療機関施設の医療機器（激甚法第２条第１項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

（ウ）（略） 

イ （略） 

（５）（略） 

 

第４ 一箇所の定義（略） 

 

第５ 適用除外（略） 

 

第６ 諸経費率 

本調査の対象となる復旧事業にかかる諸経費率は別に定める場合を除き、別表２のとおりと

する。ただし、これによりがたいときは、個別協議により諸経費を算出することができる。 

 

第７ 復旧費の算出等（略） 

 

第８ その他（略） 

 

第９ 報告（略） 

 

別紙 

 

内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領 

 

昭和５９年９月７日 

蔵 計 ２ １ ５ ０  

 

（最終改正） 

令和３年４月１日  

財計第２３３８号  

 

 

 

 

 

第１ 調査の目的（略） 

 

第２ 調査の方法（略） 

 

第３ 調査の対象 

（１）～（３） （略） 

（４）設備については、次に掲げる施設に係るものを対象とする。 

 ア 医療機関施設及び医療関係者養成所施設 

（ア）（略） 

（イ）医療期間施設の医療機器（激甚法２条第１項の規定により指定された激甚災害によ

り被災した場合に限る。） 

（ウ）（略） 

イ （略） 

（５）（略） 

 

第４ 一箇所の定義（略） 

 

第５ 適用除外（略） 

 

第６ 諸経費率 

本調査の対象となる復旧事業にかかる諸経費率は別表２のとおりとする。 

 

 

第７ 復旧費の算出等（略） 

 

第８ その他（略） 

 

第９ 報告（略） 



別表 1（略） 

 

別表 2 

諸 経 費 率 

 区               分  率 

           

 建 物 新 築 （ 改 ） 築 復 旧    0 ％  

 建 物 補 修 復 旧    15 ％   

 土 地 復 旧    15 ％   

 工 作 物 復 旧    15 ％   

 設 備 復 旧    0 ％   

 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業    0 ％   

      

 

 （注）1．各事業共工事雑費は計上しないものとする。 

    2. （削除） 

 

 

 

 

様式 1（略） 

 

様式 2（略） 

 

別表 1（略） 

 

別表 2 

諸 経 費 率 

 区               分  率 

           

 建 物 新 築 （ 改 ） 築 復 旧    0 ％  

 建 物 補 修 復 旧    15 ％   

 土 地 復 旧    15 ％   

 工 作 物 復 旧    15 ％   

 設 備 復 旧    0 ％   

 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業    0 ％   

      

 

 （注） 1．各事業共工事雑費は計上しないものとする。 

     2. 災害等廃棄物処理事業については、解体工事、仮置場及び土砂混じりがれきに 

かかる委託業務について、当該委託業務に要する額の 15％の範囲内で計上できる

ものとする。ただし、この基準によりがたいときは、個別協議により算出すること

ができる。 

 

様式 1（略） 

 

様式 2（略） 

 



○
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
災
害
復
旧
費
実
地
調
査
要
領 

昭
五
九
・
九
・
七 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵
計
二
一
五
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最
終
改
正 

令
四
・
四
・
一 

財
計
第
一
九
八
二
号 

第
一 

調
査
の
目
的 

こ
の
調
査
は
、
内
閣
府
、
厚
生
労
働
省
及
び
環
境
省
所
管
補
助
施
設
（
水
道
施
設
を
除
く
。）
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
、
適
正
な
事
業
費
を
算
出
し
、
予
備
費
使
用
額
等
の
算
定
の

資
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二 

調
査
の
方
法 

（
１
）
主
務
省
の
調
査
に
対
し
て
財
務
局
（
福
岡
財
務
支
局
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
が
立
会
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
２
）
調
査
は
、
原
則
と
し
て
実
地
に
て
行
う
も
の
と
す
る
が
、
申
請
額
（
社
会
福
祉
施
設
等
（
調
査
要
領
別
表
１
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
建
物
及
び
建
物
以
外
の
工

作
物
を
合
計
し
た
額
）
が
二
〇
〇
万
円
未
満
の
箇
所
又
は
止
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
実
地
調
査
が
困
難
で
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
現
地
福
祉
事
務
所
等
に
お
い
て
机
上
に
て
調

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
写
真
、
設
計
書
等
に
よ
り
被
災
の
事
実
、
被
災
の
程
度
等
を
十
分
に
検
討
の
う
え
慎
重
に
採
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
三 

調
査
の
対
象 

  

（
１
）
調
査
の
対
象
は
暴
風
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
別
表
１
の
施
設
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
、

土
地
、
設
備
に
係
る
復
旧
及
び
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
と
す
る
。 

（
２
）
土
地
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
土
地
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
３
）
工
作
物
が
施
設
整
備
の
補
助
金
の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
に
あ
っ
て
は
、
工
作
物
は
調
査
対
象
外
と
す
る
。 

（
４
）
設
備
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。 

ア 

医
療
機
関
施
設
及
び
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設 

（
ア
）
医
療
機
関
施
設
の
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

建
物
と
同
時
に
設
備
が
被
災
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。 

Ａ  

設
置
に
当
た
り
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
放
射
線
発
生
装
置
で
あ
っ
て
、
建
物
と
機
能
的
に
一
体
で
あ
る

も
の
で
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
、
ベ
ー
タ
ト
ロ
ン
、
コ
バ
ル
ト
６
０
照
射
装
置
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 

Ｂ  

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
エ
ッ
ク
ス
線
装
置
で
あ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
り
画
像
処
理
す
る
も
の
で
、
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン
（
全
身
用
、
頭
部

用
）
及
び
こ
れ
ら
と
同
等
の
機
能
を
有
す
る
も
の 



Ｃ 

設
置
に
当
た
り
、
専
用
の
施
設
を
必
要
と
す
る
Ｍ
Ｒ
（
核
磁
気
共
鳴
）
を
利
用
す
る
画
像
診
断
装
置 

Ｄ 

そ
の
他
当
該
建
物
と
一
体
と
し
て
復
旧
を
行
う
必
要
の
あ
る
医
療
用
設
備 

（
イ
）
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。） 

（
ウ
）
医
療
関
係
者
養
成
所
施
設
の
教
材
等
（
激
甚
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
激
甚
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
場
合
に
限
る
。） 

イ 

廃
棄
物
処
理
施
設 

廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
備
に
あ
っ
て
は
、
別
表
１
に
定
め
る
施
設
の
設
備
（
当
該
施
設
の
所
有
に
係
る
も
の
で
、
当
該
施
設
の
業
務
の
遂
行
上
必
要
な
も
の
を
い
う
。）
と
す
る
。 

 

（
５
）
第
一
項
の
「
異
常
な
天
然
現
象
」
に
つ
い
て
の
調
査
及
び
災
害
復
旧
事
業
採
択
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
査
定
方
針
（
昭
和
四
〇
年
八
月
五
日
付
蔵

計
第
一
九
六
七
号
）
第
二
（
災
害
原
因
の
調
査
）
及
び
第
三
（
採
択
の
範
囲
等
）
の
第
一
項
に
準
じ
て
取
り
扱
う
。 

第
四 

一
箇
所
の
定
義 

 

（
１
）
各
施
設
ご
と
に
同
一
敷
地
内
及
び
機
能
的
に
同
一
敷
地
内
と
み
な
さ
れ
る
位
置
に
所
在
す
る
も
の
を
一
箇
所
と
し
て
取
扱
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
２
）
国
立
公
園
等
施
設
の
道
路
に
あ
っ
て
は
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
位
置
に
所
在
す
る
箇
所
は
別
箇
所
と
す
る
。
な
お
標
識
に
つ
い
て
は
道
路
の
被
害
延
長
外
の
も
の
は
別
箇

所
と
す
る
。 

第
五 

適
用
除
外 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
適
用
除
外
と
す
る
。 

（
１
）
一
箇
所
の
調
査
額
が
別
表
１
の
限
度
額
未
満
の
も
の
。 

（
２
）
明
ら
か
に
設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
基
因
し
て
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
３
）
著
し
く
維
持
管
理
の
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の
。 

（
４
）
緊
急
に
復
旧
し
な
け
れ
ば
執
務
上
著
し
く
支
障
が
あ
る
と
認
め
難
い
も
の
。 

イ 

被
災
し
た
建
物
、
建
物
以
外
の
工
作
物
又
は
設
備
と
同
種
の
も
の
に
余
裕
の
あ
る
も
の
。 

ロ 

当
該
年
度
に
整
備
計
画
の
あ
る
も
の
。 

ハ  

建
物
の
補
修
の
必
要
性
は
あ
る
が
緊
急
性
に
乏
し
い
も
の
。 

 

（
５
）
工
作
物
及
び
土
地
で
、
当
該
施
設
を
復
旧
し
な
く
て
も
、
他
の
施
設
等
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
又
は
業
務
上
、
治
安
上
放
置
し
て
も
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

  

                                                                         

も
の
。 

（
６
）
調
査
前
着
工
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
写
真
等
の
資
料
に
よ
り
被
災
の
事
実
の
確
認
で
き
な
い
も
の
。 

（
７
）
一
品
目
の
復
旧
額
が
「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金
交
付
要
綱
」
の
別
表
の
施
設
区
分
ご
と
に
定
め
る
対
象
経
費
未
満
の
医
療
機
関
施
設
の
医
療
機
器
及
び
医
療
関
係
者
養



成
所
施
設
の
教
材
等
。 

第
六 
諸
経
費
率 

本
調
査
の
対
象
と
な
る
復
旧
事
業
に
か
か
る
諸
経
費
率
は
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
別
表
２
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
と
き
は
、
個
別
協
議
に
よ
り
諸

経
費
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七 

復
旧
費
の
算
出
等 

医
療
機
関
施
設
の
う
ち
政
策
医
療
実
施
機
関
施
設
（
公
的
医
療
機
関
施
設
を
除
く
）、
研
修
施
設
、
看
護
師
宿
舎
及
び
救
急
医
療
情
報
セ
ン
タ
ー
の
復
旧
に
要
す
る
経
費
は
、
復
旧 

 
 
 
 

   

調
査
額
又
は
基
準
額
（「
医
療
施
設
等
災
害
復
旧
費
の
国
庫
補
助
に
つ
い
て
」（
平
成
七
年
厚
生
省
発
健
政
第
二
二
号
）
の
別
表
の
基
準
額
を
い
う
。）
の
い
ず
れ
か
低
い
額
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

第
八 

そ
の
他 

調
査
に
当
た
り
、
本
要
領
に
規
定
の
な
い
事
項
は
、
官
庁
建
物
等
災
害
復
旧
実
地
調
査
要
領
の
取
扱
い
に
準
じ
て
処
理
す
る
。 

第
九 

報
告 

調
査
終
了
後
一
週
間
以
内
に
本
省
あ
て
別
紙
様
式
１
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
別
紙
様
式
２
に
よ
り
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。 

（
１
）
主
務
省
と
財
務
局
と
の
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
。 

（
２
）
調
査
額
が
、
一
億
円
以
上
の
場
合
。 



別表1

内閣府所管

　（警察庁） 都道府県警察施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに600千円

厚生労働省 保健衛生施設等　

　保健衛生施設

　原爆医療等施設 　　別に定めるそれぞれの

　精神保健等施設 　　施設ごとに800千円

　食肉衛生検査施設 　　ただし、感染症指定医

　エイズ・結核治療施設 　　療機関にあっては

　医薬分業推進支援施設   　400千円

　血漿採漿センター等施設 　　

　環境衛生施設

　　火葬場 　　指定市 800千円

　　と畜場 　　市町村 400千円

医療機関施設等　

　医療機関施設

　　公的医療機関施設 800千円

　　へき地診療所施設（医師及び看 800千円

　　護師住宅を含む）

　　政策医療実施機関施設　

　　（公的医療機関施設を除く） 　　別に定めるそれぞれの

　医療関係者養成所施設 　　施設ごとに800千円

　研修施設

　病院内保育所 800千円

　看護師宿舎 800千円

　救急医療情報センター 800千円

社会福祉施設等

　保護施設

　老人福祉施設     別に定めるそれぞれの

　老人保健等施設 　　施設ごとに800千円

　身体障害者社会参加支援施設 　　ただし、保育所、幼保

　婦人保護施設 　　連携型認定こども園

　障害者支援施設等 　　及び幼稚園型認定こど

　児童福祉施設 　　も園にあっては400千円

　母子・父子福祉施設

　母子健康包括支援センター

　その他の社会福祉施設等

　抗毒素製造施設

施設名等及び限度額

所　管　名 施　設　名　等 限　度　額



国民健康保険診療施設（へき地性の 800千円

ある国民健康保険診療施設の医師住

宅及び看護師宿舎を含む。）

国民健康保険健康管理センター 800千円

国民健康保険総合保健施設 800千円

環境省 国立公園等施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに1,200千円

　　ただし、道路にあって

　　は400千円

廃棄物処理施設　

　一般廃棄物処理施設 　　別に定めるそれぞれの

　　施設ごとに、市・廃棄

　　物処理センター・PFI

　　選定事業者1,500千円､

　　町村800千円

　浄化槽（浄化槽市町村整備推進事 　　市町村400千円

　業及び公共浄化槽等整備推進事業）

　産業廃棄物処理施設 　　都道府県・市・廃棄物

　　処理センター・PFI選

　　定事業者1,500千円、

　　町村800千円

　広域廃棄物埋立処分場 　　市町村・広域臨海環境

　　整備センター

　　1,500千円

　PCB廃棄物処理施設 　　中間貯蔵・環境安全事

　　業株式会社1,500千円

災害等廃棄物処理事業 　　指定市 800千円

　　市町村 400千円



0 ％

15 ％

15 ％

15 ％

0 ％

0 ％

 (注）各事業共工事雑費は計上しないものとする。

別表2

建 物 補 修 復 旧

土 地 復 旧

諸　　　経　　　費　　　率

区 分 率

建 物 新 （ 改 ） 築 復 旧

工 作 物 復 旧

設 備 復 旧

災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業



別紙

内 閣府 、厚 生労 働省 及び 環境 省所 管

補助 施設 災害 復旧 費実 地調 査要 領

昭和５９年９月７日

会 発 第 ７ ３ ７ 号

一部改正

平 成 ７ 年 ３ 月 ３日

平成１１年１月２０日

平成１３年１月５日

平成１７年２月３日

平成１９年８月３日

平成２３年６月２１日

平成２４年１１月１６日

平成２７年１２月２４日

平成２８年１０月１８日

平成３０年９月１８日

令和３年４月５日

令和４年４月７日

第１ 調査の目的

この調査は、内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設

（水道施設を除く。）災害復旧事業について、適正な事業費を算

出し、予備費使用額等の算定の資料とすることを目的とする。

第２ 調査の方法

（１）主務省の調査に対して財務局（福岡財務支局及び沖縄総合事

務局を含む。以下同じ。）が立会するものとする。

（２）調査は、原則として実地にて行うものとするが、申請額（社

会福祉施設等（調査要領別表１に掲げる施設をいう。以下同

じ。）は建物及び建物以外の工作物を合計した額）が二百万円

未満の箇所又は止むを得ない理由により実地調査が困難である

箇所については、現地福祉事務所等において机上にて調査を行

うことができる。この場合には、写真、設計書等により被災の

事実、被災の程度等を十分に検討のうえ慎重に採否を決定する

ものとする。

第３ 調査の対象

（１）調査の対象は暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な天然

現象により被害を受けた別表１の施設等であって、その内容は、

建物、建物以外の工作物、土地、設備に係る復旧及び災害等廃



棄物処理事業とする。

（２）土地が施設整備の補助金の対象とならない施設にあっては、

土地は調査対象外とする。

（３）工作物が施設整備の補助金の対象とならない施設にあっては、

工作物は調査対象外とする。

（４）設備については、次に掲げる施設に係るものを対象とする。

ア 医療機関施設及び医療関係者養成所施設

（ア）医療機関施設の建物と一体として復旧を行う必要のある

医療用設備

建物と同時に設備が被災した場合において、当該建物と一

体として復旧を行う必要のある医療用設備で、次のいずれか

に該当するものに限る。

Ａ 設置に当たり、放射性同位元素等による放射線障害の防

止に関する法律の適用を受ける放射線発生装置であって、

建物と機能的に一体であるもので、リニアック、ベータト

ロン、コバルト６０照射装置及びこれらと同等の機能を有

するもの

Ｂ 設置に当たり、専用の施設を必要とするエックス線装置

であって、コンピューターにより画像処理するもので、Ｃ

Ｔスキャン（全身用、頭部用）及びこれらと同等の機能を

有するもの

Ｃ 設置に当たり、専用の施設を必要とするＭＲ（核磁気共

鳴）を利用する画像診断装置

Ｄ その他当該建物と一体として復旧を行う必要のある医療

用設備

（イ）医療機関施設の医療機器（激甚法第２条第１項の規定により指

定された激甚災害により被災した場合に限る。）

（ウ）医療関係者養成所施設の教材等（激甚法第２条第１項の規定に

より指定された激甚災害により被災した場合に限る。）

イ 廃棄物処理施設

廃棄物処理施設の設備にあっては、別表１に定める施設の

設備（当該施設の所有に係るもので、当該施設の業務の遂行

上必要なものをいう。）とする。

（５）第１項の「異常な天然現象」についての調査及び災害復旧事

業採択の範囲については、公共土木施設災害復旧事業査定方針

（昭和４０年８月５日付蔵計第１９６７号）第２（災害原因の

調査）及び第３（採択の範囲等）の第１項に準じて取り扱う。

第４ 一箇所の定義

（１）各施設ごとに同一敷地内及び機能的に同一敷地内とみなされ

る位置に所在するものを一箇所として取扱うものとする。



（２）国立公園等施設の道路にあっては、百五十メートルをこえる

位置に所在する箇所は別箇所とする。なお標識については道路

の被害延長外のものは別箇所とする。

第５ 適用除外

次の各号に掲げるものは適用除外とする。

（１）１箇所の調査額が別表１の限度額未満のもの。

（２）明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に基因して生じたと

認められる災害に係るもの。

（３）著しく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと

認められる災害に係るもの。

（４）緊急に復旧しなければ執務上著しく支障があると認め難いも

の。

イ 被災した建物、建物以外の工作物又は設備と同種のものに

余裕のあるもの。

ロ 当該年度に整備計画のあるもの。

ハ 建物の補修の必要性はあるが緊急性に乏しいもの。

（５）工作物及び土地で、当該施設を復旧しなくても、他の施設等

に被害を及ぼすおそれのないもの又は業務上、治安上放置して

も支障がないと認められるもの。

（６）調査前着工を行ったもののうち写真等の資料により被災の事

実の確認できないもの。

（７）一品目の復旧額が「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の

別表の施設区分ごとに定める対象経費未満の医療機関施設の医療

機器及び医療関係者養成所施設の教材等。

第６ 諸経費率

本調査の対象となる復旧事業にかかる諸経費率は別に定める場合

を除き、別表２のとおりとする。ただし、これによりがたいとき

は、個別協議により諸経費を算出することができる。

第７ 復旧費の算出等

医療機関施設のうち政策医療実施機関施設（公的医療機関施設を

除く）、研修施設、看護師宿舎及び救急医療情報センターの復旧

に要する経費は、復旧調査額又は基準額（「医療施設等災害復旧

費の国庫補助について」（平成７年厚生省発健政第２２号）の別

表の基準額をいう。）のいずれか低い額とする。

第８ その他

調査に当たり、本要領に規定のない事項は、官庁建物等災害復

旧実地調査要領の取扱いに準じて処理する。



第９ 報告

調査終了後１週間以内に本省あて別紙様式１により報告書を提出

すること。ただし、次の各号に該当する場合は別紙様式２により

報告書を提出すること。

（１）主務省と財務局との意見が一致しない場合。

（２）調査額が、１億円以上の場合。



 

 

事務連絡監査第１号 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

 

厚生労働省大臣官房会計課長 殿 

環 境 省 大 臣 官 房 会 計 課 長 殿 

 

 

 

財務省主計局主計監査官 

寺 澤  毅 彦 

                          

 

 

「厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について」

の一部改正について 

 

 

 

 標記のことについて、別添のとおり改正したので通知する。 

KSRDO_1
テキスト ボックス
別添２



厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について一部改正 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

 

別紙 

 

厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について 

 

昭和５９年９月７日 

             事 務 連 絡 ２ ２ ７ 

           

（最終改正） 

平成２８年９月３０日 

事務連絡監査第５６号 

（今回改正） 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

事務連絡監査第１号 

 

 

一 建物について（略） 

 

二 設備について（略） 

 

三  その他 

ア 調査要領第六に規定する別に定める場合の諸経費率は次のとおりとする。 

（ア） 災害等廃棄物処理事業のうち、解体工事に係る委託業務 当該委託業務に要する額

の百分の十五以内 

（イ） 災害等廃棄物処理事業のうち、仮置場及び土砂混じりがれきに係る委託業務 当該

委託業務に要する額の百分の十五以内又は土木工事積算基準に基づいて積算を行う場合

は同基準に定める間接工事費及び一般管理費等の率 

 

イ 調査要領別表１に定める広域廃棄物埋立処分場については、広域臨海環境整備センター

が市町村の委託を受けて建設した施設を調査の対象とする。 

 

ウ 調査要領別表１に定める災害等廃棄物処理事業のうち、し尿くみ取りについては、維持

分として便槽容量の二分の一を調査の対象から除外する。 

 

別紙 

 

厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査について 

 

昭和５９年９月７日 

             事 務 連 絡 ２ ２ ７ 

 

（最終改正） 

平成２８年９月３０日 

事務連絡監査第５６号 

 

 

 

 

 

一 建物について（略） 

 

二 設備について（略） 

 

三  その他 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

ア 調査要領別表１に定める広域廃棄物埋立処分場については、広域臨海環境整備センター

が市町村の委託を受けて建設した施設を調査の対象とする。 

 

イ 調査要領別表１に定める災害等廃棄物処理事業のうち、し尿くみ取りについては、維持

分として便槽容量の２分の１を調査の対象から除外する。 
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と
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第
三
調
査
の
対

象
（
１
）
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
り
取
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扱
う
。 

ア  

直
接
当
該
事
業
の
実
施
に
必
要
な
建
物
に
つ
い
て
の
み
対
象
と
す
る
。
従
っ
て
、
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接
事
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実
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に
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の
な
い
倉
庫
、
公
舎
等
は
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査
の
対
象
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と
な
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た
だ
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社
会
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祉
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設
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お
い
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復
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で
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す
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事 
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ボ
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キ
サ
ー
等
の
音
響
設
備
及
び
そ
の
他
事
務
機
器
等
は
含
ま
な
い
。 

三  

そ
の
他 

ア 

調
査
要
領
第
六
に
規
定
す
る
別
に
定
め
る
場
合
の
諸
経
費
率
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
ア
） 

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
解
体
工
事
に
係
る
委
託
業
務 

当
該
委
託
業
務
に
要
す
る
額
の
百
分
の
十
五
以
内 

（
イ
） 

災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
仮
置
場
及
び
土
砂
混
じ
り
が
れ
き
に
係
る
委
託
業
務 
当
該
委
託
業
務
に
要
す
る
額
の
百
分
の
十
五
以
内
又
は
土
木
工
事
積
算
基
準

に
基
づ
い
て
積
算
を
行
う
場
合
は
同
基
準
に
定
め
る
間
接
工
事
費
及
び
一
般
管
理
費
等
の
率 

イ 

調
査
要
領
別
表
１
に
定
め
る
広
域
廃
棄
物
埋
立
処
分
場
に
つ
い
て
は
、
広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
が
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
建
設
し
た
施
設
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。 



 

 

ウ 

調
査
要
領
別
表
１
に
定
め
る
災
害
等
廃
棄
物
処
理
事
業
の
う
ち
、
し
尿
く
み
取
り
に
つ
い
て
は
、
維
持
分
と
し
て
便
槽
容
量
の
二
分
の
一
を
調
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。 

   


